
 2 

様式例（法第 31条第３項第３号及び施行規則第 24条関係） 

 

○ 役職員等名簿 

 

１．役員 
（ふりがな） 

役 職 職 業 
前事業年度にお

ける報酬の有無 
（該当に〇印） 

差止請求に係る相手方である事業者等と特別の利害関

係を有する場合の措置が講じられた場合における当該

措置の内容 
氏 名 

きむら ゆたか 

理事長 
・吉田・木村法律事務所所長 
・社会福祉法人はぐくみの里

理事 
有  ○無 該当する場合が生じていない 

木村 豊 

よこやま ひろしげ 

副理事長 
・広島県生協連合会副会長 
・生活協同組合ひろしま理事

長 
有   ○無 該当する場合が生じていない 

横山 弘成 

みやなが ふみお 

副理事長 
・広島大学大学院社会科学研

究科教授 
有  ○無 該当する場合が生じていない 

宮永 文雄 

くりばやし かつゆき 

理事 ・廿日市市役所市民相談員 有   ○無 該当する場合が生じていない 
栗林 克行 

なかたに こおさく 

理事 

 
・司法書士事務所 中谷・中

畠合同事務所所長 
・特定非営利活動法人 反貧

困ネットワーク広島理事 
 
 

有  ○無 該当する場合が生じていない 
中谷 耕策 
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やまもと かずし 

理事 ・山本一志法律事務所所長 有  ○無 該当する場合が生じていない 
山本 一志 

ながい たかのり 

理事 
・長井法律事務所 所長 
・公益社団法人広島被害者支

援センター理事 
有  ○無 該当する場合が生じていない 

長井 貴義 

みよし ていこ 

理事 ・生活協同組合ひろしま職員 有  ○無 該当する場合が生じていない 
三好 禎子 

おかもと みどり 

理事 
・北広島町消費生活相談室 
相談員 

有  ○無 該当する場合が生じていない 
岡本 みどり 

かわて みえこ 

理事 
・東広島市消費生活センター 
相談員 

有  ○無 該当する場合が生じていない 
川手 三枝子 

ねいし ひでゆき 

理事 
・広島メープル法律事務所 
所長 

有  ○無 該当する場合が生じていない 
根石 英行 

ささき ますみ 

理事 
・生活協同組合ひろしま非常

勤理事 
有  ○無 該当する場合が生じていない 

佐々木 真朱実 

てらもと ひとみ 

理事 

 
・広島市消費生活センター 
相談員 
 
 

有  ○無 該当する場合が生じていない 
寺本 ひとみ 
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ふろはし まこと 

理事 ・風呂橋誠法律事務所所長 有  ○無 該当する場合が生じていない 
風呂橋 誠 

いしはら ふくこ 

理事 ・広島県生活センター相談員 有  ○無 該当する場合が生じていない 
石原 福子 

ふくしま まもる 

監事 
・広島県生活協同組合連合会

事務局長 
有  ○無 該当する場合が生じていない 

福島 守 

 

 

２．職員 

氏 名 役 職 職 業 
前事業年度にお

ける報酬の有無 
（該当に〇印） 

差止請求に係る相手方である事業者等と特別の利害関

係を有する場合の措置が講じられた場合における当該

措置の内容 
さとう だいいちろう 

事務局長 
特定非営利活動法人 消費

者ネット広島 
有  ○無 該当する場合が生じていない 

佐藤 第一郎 

こば たまき  

事務局職員 
特定非営利活動法人 消費

者ネット広島 ○有  無 該当する場合が生じていない 
木場 環 

うえはら えみこ 
事務局職員 広島県生協連合会 事務局 有  ○無 該当する場合が生じていない 

上原 恵美子 
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３．専門委員 

氏 名 役 職 職 業 
前事業年度にお

ける報酬の有無 
（該当に〇印） 

差止請求に係る相手方である事業者等と特別の利害関

係を有する場合の措置が講じられた場合における当該

措置の内容 
ながい たかのり  

検討委員長 ・弁護士 有  ○無 該当する場合が生じていない 
長井 貴義 

ねいし ひでゆき 

検討副委員長 ・弁護士 有  ○無 該当する場合が生じていない 
根石 英行 

やまもと かずし  

検討委員 ・弁護士  有  ○無 該当する場合が生じていない 
山本 一志  

いしはら ふくこ  

検討委員 ・消費生活相談員 有  ○無 該当する場合が生じていない 
石原 福子 

かわて みえこ  

検討委員 ・消費生活相談員 有  ○無 該当する場合が生じていない 
川手 三枝子 

きむら ゆたか 

検討委員 ・弁護士 有  ○無 該当する場合が生じていない 
木村 豊 

なかたに こおさく  

検討委員 ・司法書士 有  ○無 該当する場合が生じていない 
中谷 耕策 
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てらもと ひとみ  

検討委員 ・消費生活相談員 有  ○無 該当する場合が生じていない 
寺本 ひとみ 

たかた みか 

検討委員 ・消費生活相談員 有  ○無 該当する場合が生じていない 
高田 美香 

ふろはし まこと  

検討委員 ・弁護士 有  ○無 該当する場合が生じていない 
風呂橋 誠 

くどう ゆうこう  

検討委員 ・弁護士 有  ○無 該当する場合が生じていない 
工藤 勇行 

注１ 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「差止請求に係る相手方である事業者等と特別の利害関係を有する場合の措置が講じられた場合における当該措置の内容」については、当該役員、

職員及び専門委員について業務規程に定める役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方である事業者等と特別の利害関係を有する場合の措置が

講じられた場合における当該措置の内容を記載し、差止請求に係る相手方である事業者等と特別の利害関係を有する場合等の場合が生じなかった場合

には、「該当する場合が生じていない」と記載すること。 

 ３ 役員の「職業」については，役員が兼職している場合には，兼職先と当該兼職先における役職等も漏れなく記載すること。 

 




